
藤沢市自動体外式除細動器貸出要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、多くの市民が参加する行事等の主催者に対し、藤沢市消防局南・北

消防署で管理している自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）を、実際に行事等

の会場に配置させ、参加者が心停止状態に陥った際の救命活動に備えるとともに、ＡＥ

Ｄに触れる機会を提供することにより、認知度及び関心度を高め、救命講習等の受講促

進を図り、各種施設へのＡＥＤ設置を促進し、もって救命率の向上を図ることを目的に、

ＡＥＤ（付属品を含む。以下同じ。）を貸し出すことに関し、藤沢市物品会計規則（昭和

36 年 5 月 15 日規則第 14 号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象行事等） 

第２条 ＡＥＤの貸出対象となる行事等は、次のとおりとする。 

(1)  市民を含む複数の者が参加するスポーツ競技その他の各種行事、イベント、祭典・

式典、講習会等（以下「各種イベント等」という。）とする。 

(2)  その他藤沢市消防局長が適当と認める各種イベント等 

 

（対象団体等） 

第３条 この要綱によるＡＥＤの貸出対象とする団体は、市民が参加する各種イベント等

の主催者である団体（以下「主催者等」という。）とし、公共・民間いずれかであるかを

問わないものとする。 

 

（貸出条件） 

第４条 ＡＥＤの貸出しの条件は、次のとおりとする。 

(1)  医師等の医療従事者又は消防機関、日本赤十字社等が実施するＡＥＤの使用方法を

含む救命講習等を修了している者を常時各種イベント等会場に配置すること。 

(2)  各種イベント等の参加者が、概ね１０人以上であること。 

(3)  営利目的に使用しないこと。 

(4)  各種イベント等開催時には、主催者等によって、会場にＡＥＤが備えられているこ

とをＰＲされることが望ましい。 

 

（貸出期間） 

第５条 貸出期間は、各種イベント等の開催される期間及びその前後の期間とし、最長７

日とする。ただし、返却期限日が藤沢市の休日を定める条例（平成元年 3 月 31 日条例第

24 号）第１条第１項に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日（その翌日も当

該条例に基づく市の休日に該当する場合は、その日以降に到来する直近の市の休日に該

当しない日）をもってその期限とみなす。 

 

（貸出台数） 

第６条 ＡＥＤの貸出しの台数は、原則として１台とする。 

 



（費用負担） 

第７条 ＡＥＤの貸出しは、無償とする。 

２ 貸出期間中におけるＡＥＤの運搬、維持管理、修理及び返納等に要する経費は、主催

者等の負担とする。 

３ パッド等の消耗品を使用した場合は、主催者等の負担により交換するものとする。 

 

（貸出申請） 

第８条 主催者等は、原則として貸出しを受けようとする日の３か月前から２週間前の日

までに、「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借用申請書」（第１号様式）に、資格が確認で

きる書類等の写しを添付して、南・北消防署管理課長（以下「管理課長」という。）に提

出しなければならない。 

 

（貸出の決定） 

第９条 管理課長は、前条の申請があったときは貸出しの可否を審査し、貸出しを決定し

たときは「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出決定通知書」（第２号様式、以下「決定通

知書」という。）を、貸出しをしないことに決定したときは「自動体外式除細動器（ＡＥ

Ｄ）貸出不承認通知書」（第３号様式）をもって、貸出しを受けようとする１週間前まで

に、当該主催者等に通知しなければならない。 

２ 前項の規定により貸出しの決定通知を受けた主催者等は、決定通知書に記載されてい

る留意事項を遵守するとともに、管理課長からＡＥＤの引渡しを受けるものとする。 

 

（維持管理・返却） 

第 10 条 貸出しを受けた主催者等は、ＡＥＤを常に良好な状態で保管し、使用しなければ

ならない。 

２ 主催者等は、ＡＥＤを処分してはならない。 

３ 主催者等は、ＡＥＤを目的以外に使用してはならない。 

４ 主催者等は、ＡＥＤを転貸又は譲渡してはならない。 

５ 主催者等は、返却期限日までにＡＥＤを管理課長に返却するとともに、点検・確認を

受けなければならない。 

６ 管理課長は、ＡＥＤが返却された際には、主催者等立ち会いのもと、「藤沢市救急隊員

等が使用する医薬品、医療用具等の管理に関する要綱」に定める半自動式除細動器点検

表（様式１）に準じた点検・確認を行わなければならない。 

 

（返還） 

第 11 条 管理課長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、貸出し期間中であっ

てもＡＥＤを返還させることができる。 

(1)  主催者等が、ＡＥＤを使用しなくなったとき。 

(2)  主催者等が、本要綱に違反したとき。 

(3)  その他、管理課長が特に必要と認めたとき。 

 

（損害賠償） 

第 12 条 管理課長は、主催者等が故意又は過失によりＡＥＤを紛失し、又は毀損した場合



は、現品又は管理課長が相当と認める損害額をもって賠償させることができる。この場

合において、当該事故の原因が火災又は盗難によるものであるときは、管理課長は主催

者等に対し、その事実を証する関係官公署の発行する証明書を提出させることができる。 

２ 主催者等が無断で他に譲渡し、又は担保に供する行為等を行った場合も同様とする。 

３ 貸出しを受けた団体の構成員、第４条の規定に基づき配置された者又はＡＥＤを使用

した者の責に帰すべき理由により、他人の生命若しくは身体を害したとき又は他人の財

産を滅失、破損若しくは汚損させたときは、主催者等がその損害を賠償するものとする。 

 

（補則） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理課長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２１年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正前の藤沢市自動体外式除細動器貸出要綱に定める様式に基づいて作成した用紙は，

当該用紙が残存する間，必要な調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 １ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）  
 年  月  日  

 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借用申請書  

 

（ あ て 先 ）  

藤 沢 市 消 防 局 長  

 

申 請 者  

団 体 名                 

主 催 者                 

住  所                 

電  話                 

申 請 者                 

 

「 藤 沢 市 自 動 体 外 式 除 細 動 器 貸 出 要 綱 」 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 自

動 体 外 式 除 細 動 器 （ Ａ Ｅ Ｄ ） を 借 用 し た い の で 申 請 し ま す 。  

 

イ ベ ン ト  

等 の 名 称  

 

借 用 期 間     年  月  日 （  ） か ら    年  月  日 （  ） ま で  

利 用 場 所  
 

 

参 加 人 員  人  

 住  所   

 

 

使 用 責 任 者  

氏  名   

電  話  （   ）  

資  格  □  救 命 講 習 等 修 了 者   □  医 療 従 事 者  

(注 １ )記 載 内 容 と 事 実 が 異 な る と き に は 、 申 請 を 取 り 消 す こ と が あ り ま す 。  

(注 ２ )資 格 が 確 認 で き る 書 類 等 の 写 し を 添 付 し て く だ さ い 。  

 

＊  提 供 さ れ た 個 人 情 報 は 、Ａ Ｅ Ｄ 貸 出 事 業 の 目 的 以 外 に 使 用 い た し ま せ ん 。 

 

以 下 は 、 記 入 し な い で く だ さ い 。  

 日    時  担 当 者  

貸  出  日      年   月   日 （  ）   時   分   

返  却  日      年   月   日 （  ）   時   分   



第 ２ 号 様 式 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

 年  月  日  

 

 

             様  

 

 

藤 沢 市 消 防 局 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出決定通知 書  

 

 

次 の と お り 自 動 体 外 式 除 細 動 器（ Ａ Ｅ Ｄ ）の 貸 出 し を 決 定 し ま し た の で 、

通 知 し ま す 。  

 

イ ベ ン ト  

等 の 名 称  

 

貸 出 期 間     年  月  日 （  ） か ら    年  月  日 （  ） ま で  

貸 出 機 器  

自 動 体 外 式 除 細 動 器 （ Ａ Ｅ Ｄ ）  

  

付 属 品  

 成 人 用 パ ッ ド ×２ ・ 小 児 用 パ ッ ド ×２ 、 救 急 セ ッ ト （ 人 工 呼 吸 用

フ ェ イ ス シ ー ル ド 、 は さ み 、 タ オ ル 、 手 袋 等 ）  

注 意 事 項  

① Ａ Ｅ Ｄ の 引 き 渡 し を 受 け る 際 は 、 本 決 定 通 知 書 を 担 当 者

に 提 示 し て く だ さ い 。  

② 「 藤 沢 市 自 動 体 外 式 除 細 動 器 貸 出 要 綱 」 を 遵 守 す る こ と 。 

③ Ａ Ｅ Ｄ は 精 密 電 子 機 器 で す の で 、大 切 に 扱 っ て く だ さ い 。 

④ 成 人 用 ・ 小 児 用 パ ッ ド は 、 実 際 に Ａ Ｅ Ｄ を 用 い て の 除 細

動 を 行 う 直 前 ま で 開 封 し な い で く だ さ い 。  

＊ 故 意 又 は 過 失 に よ り 開 封 さ れ た 場 合 は 、 賠 償 し て い た

だ く こ と に な り ま す 。  

（ 参 考  成 人 用  定 価 1 2 , 0 0 0 円 ・ 小 児 用  定 価 1 9 , 0 0 0 円 ） 

⑤ イ ベ ン ト 等 が 終 了 し た ら 、 速 や か に 返 却 し て く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

 



第 ３ 号 様 式 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

 年  月  日  

 

 

             様  

 

 

藤 沢 市 消 防 局 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出 不承認通知書  

 

 

申 請 の あ り ま し た 自 動 体 外 式 除 細 動 器 （ Ａ Ｅ Ｄ ） の 貸 出 し に つ い て 、 次

の 理 由 に よ り 貸 出 し で き ま せ ん の で 、 そ の 旨 を 通 知 し ま す 。  

 

イ ベ ン ト  

等 の 名 称  

 

貸 出 申 請  

期 間  
   年  月  日 （  ） か ら    年  月  日 （  ） ま で  

理   由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


